
　後期高齢者医療制度に
　加入中の皆さまへ

後期高齢者医療被保険者証を
更新します　　

現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証の有現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証の有
効期限は 7 月 31 日です。新しい保険証を 7効期限は 7 月 31 日です。新しい保険証を 7
月中旬以降に簡易書留郵便でお送りします。月中旬以降に簡易書留郵便でお送りします。
7 月末日までに届かない場合はお問い合わせ7 月末日までに届かない場合はお問い合わせ
ください。有効期限切れの保険証は、役場町ください。有効期限切れの保険証は、役場町
民課にご返却いただくか、各自で厳重に処分民課にご返却いただくか、各自で厳重に処分
をお願いします。をお願いします。

限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

の更新・新規交付　

医療機関等で支払う医療費が高額になる場医療機関等で支払う医療費が高額になる場
合、事前に『後期高齢者医療限度額適用認定合、事前に『後期高齢者医療限度額適用認定
証』『後期高齢者医療限度額適用・標準負担証』『後期高齢者医療限度額適用・標準負担
額減額認定証』の交付を受けることで、窓口額減額認定証』の交付を受けることで、窓口
でのお支払いが１か月の自己負担限度額まででのお支払いが１か月の自己負担限度額まで
となります。となります。

 新たに交付を希望する方
被保険者証をお持ちになり、町民課へ申請し被保険者証をお持ちになり、町民課へ申請し
てください。てください。
※申請できる方は原則同一世帯の方です。※申請できる方は原則同一世帯の方です。

 すでに認定証をお持ちの方
8 月以降も引き続き該当となる方8 月以降も引き続き該当となる方には、7 月には、7 月
末日までに新しい認定証を郵送します。末日までに新しい認定証を郵送します。
　　

令和 3 年度後期高齢者医療保険料
納入通知書を送付します

令和３年度の保険料通知は７月中旬に郵送で令和３年度の保険料通知は７月中旬に郵送で
お届けしますので、必ずご確認ください。納お届けしますので、必ずご確認ください。納
付書払いの方は、口座振替依頼書が同封され付書払いの方は、口座振替依頼書が同封され
ていますので、便利な口座振替をぜひご利用ていますので、便利な口座振替をぜひご利用
ください。特別徴収の方は、原則年金からのください。特別徴収の方は、原則年金からの
天引きとなります。天引きとなります。

問  町民課 ☎ 65-0812 町民課 ☎ 65-0812

写真説明

写真説明

叙勲を受けられた星野さん。おめでとうございます。叙勲を受けられた星野さん。おめでとうございます。

長きにわたり危険業務に従事
星野廣孝さん瑞宝双光章受章

写真でときがわの「今」をお伝えする “ グラフときがわ ”。珍しい情報や写真は☎ 65-0401 広報担当までお寄せください。

グラフ ときがわ

星野廣孝さん（玉川地内）が、瑞宝双光章星野廣孝さん（玉川地内）が、瑞宝双光章
（第36回危険業務従事者叙勲）を受章されま（第36回危険業務従事者叙勲）を受章されま
した。この章は、著しく危険性の高い業務にした。この章は、著しく危険性の高い業務に
精励し、特に功績が顕著な方が授与されるも精励し、特に功績が顕著な方が授与されるも
のです。星野さんは、昭和46年4月から平成のです。星野さんは、昭和46年4月から平成
23年3月までの40年間、消防業務に従事、こ23年3月までの40年間、消防業務に従事、こ
の間、比企広域消防本部の分署長、指令長なの間、比企広域消防本部の分署長、指令長な
ど管理職を歴任し、地域防災の推進に多大など管理職を歴任し、地域防災の推進に多大な
貢献をされました。おめでとうございます。貢献をされました。おめでとうございます。

　 国民健康保険に加入中の
皆さまへ

国民健康保険被保険者証を
更新します

現在お持ちの国民健康保険被保険者証（保険現在お持ちの国民健康保険被保険者証（保険
証）の有効期限は７月 31 日です。新しい保証）の有効期限は７月 31 日です。新しい保
険証を７月以降、世帯主様宛に簡易書留郵便険証を７月以降、世帯主様宛に簡易書留郵便
でお送りします。７月末日までに届かない場でお送りします。７月末日までに届かない場
合はお問い合わせください。有効期限切れの合はお問い合わせください。有効期限切れの
保険証は、役場町民課にご返却いただくか、保険証は、役場町民課にご返却いただくか、
各自で厳重に処分をお願いします。各自で厳重に処分をお願いします。

＜ 70 歳から 74 歳の皆さま＞ ＜ 70 歳から 74 歳の皆さま＞ 
保険証と高齢受給者証が

1 枚に一体化されます

これまで保険証の他に一部負担金の割合を記これまで保険証の他に一部負担金の割合を記
載した「高齢受給者証」を交付していました載した「高齢受給者証」を交付していました
が、令和 3 年 8 月の保険証一斉更新時より、が、令和 3 年 8 月の保険証一斉更新時より、
保険証と高齢受給者証を一体化した「国民健保険証と高齢受給者証を一体化した「国民健
康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付
します。医療機関を受診する場合は、この 1します。医療機関を受診する場合は、この 1
枚をご提示ください。枚をご提示ください。

保険証 保険証　兼
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従来 新
（令和3年7月31日まで）（令和3年7月31日まで） （令和3年8月1日から）（令和3年8月1日から）

自己負担金の割合が自己負担金の割合が
記載されます記載されます

　7 月は虐待ゼロ月間です！
虐待を発見した、虐待を受けている、虐待虐待を発見した、虐待を受けている、虐待
をしてしまったなどの場合は、「埼玉県虐待をしてしまったなどの場合は、「埼玉県虐待
通報ダイヤル #7171」に電話してください通報ダイヤル #7171」に電話してください

（IP 電話利用や都県境にお住まいの方は☎（IP 電話利用や都県境にお住まいの方は☎
048-762-7533 へ）。詳細は埼玉県 HP をご048-762-7533 へ）。詳細は埼玉県 HP をご
覧ください。覧ください。（http://www.pref.saitama.lg.jp/（http://www.pref.saitama.lg.jp/

a0601/20170711.html）a0601/20170711.html）

問  福祉課 ☎ 65-0813 福祉課 ☎ 65-0813

問  町民課 ☎ 65-0812 町民課 ☎ 65-0812

4月27日㈫、嵐山ときがわライオンズクラブ4月27日㈫、嵐山ときがわライオンズクラブ
から、「アルコールハンドジェル」の寄附をから、「アルコールハンドジェル」の寄附を
いただきました。心より御礼を申し上げます。いただきました。心より御礼を申し上げます。
これからも職員一丸となり町民の皆さまに安これからも職員一丸となり町民の皆さまに安
心安全な生活を提供できるよう努めてまいり心安全な生活を提供できるよう努めてまいり
ます。ます。
【品名】アルコールハンドジェル　【品名】アルコールハンドジェル　
【容量】500ml/本　【数量】90本【容量】500ml/本　【数量】90本

ライオンズクラブから
寄附をいただきました

左から水谷幸太郎さん（幹事）、渡邉町長、一木勝さん（会長）、関口邦夫さん（会計）。ありがとうございました。左から水谷幸太郎さん（幹事）、渡邉町長、一木勝さん（会長）、関口邦夫さん（会計）。ありがとうございました。 1617


